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１ 都市計画の内容 

 ○地区計画の変更 

 名称：ＪＲ苗穂駅周辺地区 

 位置：札幌市中央区北 3条東 9丁目の一部、北 3条東 10丁目、北 3条東 11丁目 

及び北 3条東 12丁目の各一部、東区北 4条東 10丁目の一部、北 4条東 11丁目、 

北 4条東 12条目の一部、北 5条東 10丁目及び北 5条東 11丁目の各一部 

 区域面積：8.8ha 

 

２ 経緯 

平 成 ５ 年 ＪＲ苗穂駅北側地区再開発協議会設立 

平 成 ８ 年 ＪＲ苗穂駅南側地区再開発協議会設立 

平 成 1 3 年  苗穂駅周辺地区まちづくり協議会設立（苗穂駅南北の協議会が統合） 

平 成 1 4 年 「ＪＲ苗穂駅周辺地区まちづくりガイドライン」を策定 

平 成 1 8 年 「苗穂駅周辺地区まちづくり計画」を策定 

平 成 2 4 年 ＪＲ苗穂駅周辺地区地区計画の決定及び都市計画道路の変更 

平 成 2 7 年 ３月 ＪＲ苗穂駅周辺地区地区計画の変更（地区整備計画の策定） 

７月 北３東 11周辺地区第一種市街地再開発事業の決定 

８月 ＪＲ苗穂駅周辺地区地区計画の変更（自由通路拡幅に伴う区域拡大） 

平 成 2 8 年 ２月 ＪＲ苗穂駅周辺地区地区計画の変更（北３東 11周辺地区の建築計画 

変更に伴う制限変更） 

６月 ＪＲ苗穂駅周辺地区地区計画の変更（建築基準法改正に伴う規定整理） 

議案第１号 参考資料 



３ 理由 

 苗穂駅北口西地区（以下、当地区）を含むＪＲ苗穂駅周辺地区は、第２次札幌市都市

計画マスタープランで「複合型高度利用市街地」「高次機能交流拠点」として位置付

けられており、都市機能の集積、オープンスペースの創出、歩きやすい歩行環境整備

により高密度で質の高い市街地の実現を図ることとされている。 

 また、苗穂駅周辺地区まちづくり計画では、苗穂駅移転と南北を結ぶ自由通路の一体

整備と合わせて駅周辺の民間開発との連携により地域の交流・にぎわいを創出すると

ともに、歩行者の回遊性確保やオープンスペース等の地区環境の向上に資する機能を

誘導することとされている。 

 当地区に現存するＪＲ北海道研修センターが苗穂駅北口駅前広場及び苗穂駅北通整

備事業に伴い転出しており、民間事業者によって当該研修センター跡地の開発が計画

されているため、その機会を捉えて適切な都市機能の更新と土地の高度利用を誘導す

る必要がある。 

 そこで当地区において、多様な居住機能や商業・業務機能の導入を図るとともに、快

適な歩行空間及び交流の核となる広場空間を創出するため、地区計画を変更する。 

 

４ 開発計画概要 

① 施設配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎ 



② 整備方針 

目標 整備内容 

多世代が集い、賑わう持続可能なコミュニティの形成 居住を中心とした都市機能（住宅・商業・業務）の導入 

来街者や居住者が日常的に憩い・交流する、居心地の良い

滞留空間の整備 

広場空間の整備、緑地の整備 

ＪＲ苗穂駅を中心に地区の回遊性を高める快適な歩行環

境の創出 

空中歩廊、歩道沿い空地、敷地内通路の整備 

 

③ 建築計画 

 集合住宅Ａ地区 集合住宅Ｂ地区 商業・業務地区 

用途 共同住宅（約 310戸） 高齢者住宅（約 160戸） 商業・業務 

敷地面積 8,051.2㎡ 4,556.9㎡ 1,799.4㎡ 

建築面積 2,474.8㎡ 1,500.6㎡ 1,187.4㎡ 

延べ面積 

（うち容積率対象分） 

37,388.7㎡ 

(23,672.0㎡) 

12,088.0㎡ 

(9,079.2㎡) 

2,232.9㎡ 

(2,232.9㎡) 

建ぺい率 30.74％ 32.93％ 65.98％ 

容積率 294.02％ 199.24％ 124.09％ 

高さ 90ｍ 32.1ｍ 18.8ｍ 

階数 28階 11階 3階 

 

５ 地区計画の変更概要 

① 空中歩廊５号を主要な公共施設に追加 

② 広場５号及び６号、歩道沿い空地８号及び９号並びに敷地内通路を地区施設に追加 

③ 集合住宅Ａ地区、集合住宅Ｂ地区及び商業・業務地区を追加 

 

主な制限内容 集合住宅Ａ地区 集合住宅Ｂ地区 商業・業務地区 

用途の制限 

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 

(1) 住宅 

(2) 工場（パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業（食品加工

業を含む。）を営むもので、作業場の床面積の合計が 150 ㎡以内のものを除く。） 

(3) 自動車教習所 

(4) 畜舎（床面積の合計が 15 ㎡以下のものを除く。） 

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これ

らに類するもの 

(6) 倉庫業を営む倉庫 

(7) キャバレー、料理店その他これらに類するもの 

容積率の最高限度 ３００％  

容積率の最低限度 １００％  

建ぺい率の最高限度 ６０％ 

敷地面積の最低限度 １，０００㎡ 

高さの最高限度 ９０ｍ  

 

 



６ イメージパース等 

① イメージパース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 整備イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

空中歩廊５号（道路横断部）           広場６号 

 

７ 今後のスケジュール（予定） 

平成 29年５月  都市計画審議会（諮問） 

平成 30年度   工事着手 

平成 32年度   工事しゅん功 

①  

図② 

Ｎ 

図① 

② 


